
政
令
第

号

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
四
条
第
四

項
、
第
六
条
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
イ
中
⑺
を
⑻
と
し
、
⑹
を
⑺
と
し
、
⑸
を
⑹
と
し
、
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑸
き

り
ん

科

１
O
kapia

johnstoni

（オ
カ

ピ

）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ロ
の
⑴
の
１
の
項
中
「レ

ッ
サ

ーパ
ン

ダ

」
を
「ニ

シ
レ

ッ
サ

ーパ
ン

ダ

」
に
改
め
、
同

表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ロ
の
⑴
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
A
ilurus

styani

（ヒ
ガ

シ
レ

ッ
サ

ーパ
ン

ダ

）

平
成

７
年

２
月

1
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ロ
中
⑸
を
削
り
、
同
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ロ
の
⑹
の
１
の
項
中
「M

onachus



属

（モ
ン

ク
ア

ザ
ラ

シ
属

）全
種

」
を
「全

て
の
M
onachus

属

（モ
ン

ク
ア

ザ
ラ

シ
属

）に
属

す
る

種
の

う
ち
M
onachus

t

ropicalis

（カ
リ

ブ
モ

ン
ク

ア
ザ

ラ
シ

）以
外

の
も

の

」
に
改
め
、
同
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ロ
の
⑹
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２
N
eom

onachus
属

（ハ
ワ

イ
モ

ン
ク

ア
ザ

ラ
シ

属

）全
種

昭
和

5
5
年

1
1
月

４
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ロ
中
⑹
を
⑸
と
し
、
⑺
を
⑹
と
し
、
⑻
を
⑺
と
す
る
。

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ハ
の
⑵
中
２
の
項
を
３
の
項
と
し
、
１
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
B
alaenoptera

ricei

（ラ
イ

ス
ク

ジ
ラ

）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ヲ
の
⑶
中

の
項
を

の
項
と
し
、
１
の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

24

25

23

同
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ヲ
の
⑶
に
１
の
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１
C
ercocebus

chrysogaster

（ゴ

ール
デ

ン
マ

ン
ガ

ベ
イ

）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
一
の
ワ
の
⑴
の
２
の
項
中
「L

oxodonta
africana

（ア
フ

リ
カ

ゾ
ウ

）
」
を
「L

oxodonta
属

（ア
フ

リ
カ

ゾ
ウ

属

）全
種

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
二
の
へ
の
⑴
中
６
の
項
を
８
の
項
と
し
、
５
の
項
を
７
の
項
と
し
、
４
の
項
を
６
の
項
と
し
、



３
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４
G
yps

africanus

（コ
シ

ジ
ロ

ハ
ゲ

ワ
シ

）

令
和

８
年

３
月

５
日

５
G
yps

rueppelli

（マ
ダ

ラ
ハ

ゲ
ワ

シ

）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
二
の
リ
中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑵
か
ら
⑻
ま
で
を
⑶
か
ら
⑼
ま
で
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

⑵
ほ

お
じ

ろ
科

１
Sporophila

m
axim

iliani
（オ
オ

ハ
シ

コ
メ

ワ
リ

）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ハ
の
⑵
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６
C
aribicus

w
arreni

（ワ
レ

ン
ギ

ャ
リ

ワ
ス

プ

）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ハ
の
⑹
中
３
の
項
を
５
の
項
と
し
、
２
の
項
を
４
の
項
と
し
、
１
の
項
を
２
の
項
と
し
、

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
C
onolophus

属

（オ
カ

イ
グ

ア
ナ

属

）全
種

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ハ
の
⑹
に
１
の
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。



１
A
m
blyrhynchus

cristatus

（ウ
ミ

イ
グ

ア
ナ

）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ニ
の
⑷
中
１
の
項
を
３
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

１
B
itis
harenna

（ベ

ール
マ

ウ
ン

テ
ン

ア
ダ

ー
）

令
和

８
年

３
月

５
日

２
B
itis
parviocula

（エ
チ

オ
ピ

ア
ア

ダ

ー
）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
一
の
三
の
ホ
の
⑻
中

の
項
を

の
項
と
し
、
７
の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

11

12

10

６
の
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７
K
inixys

hom
eana

（ホ

ーム
セ

オ
レ

ガ
メ

）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
二
の
⑻
中

の
項
を

の
項
と
し
、
２
の
項
か
ら
９
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
１
の
項
の

10

11

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
E
uphorbia

bupleurifolia

（鉄
甲

丸

）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
二
の
⑾
の
７
の
項
中
「

A
loe

com
pressa

var.
rugosquam

osa

（ア
ロ

エ
・

コ
ン

プ
レ

サ
変

種
ル

、

ゴ
ス

ク
ア

モ
サ

）」
を
削
る
。

別
表
第
二
の
表
二
の
第
二
の
⑾
中

の
項
を
削
り
、

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
を

の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の

16

17

16

18

17



一
項
を
加
え
る
。

1
8
A
loe
rugosquam

osa

（ア
ロ

エ
・

ル
ゴ

ス
ク

ア
モ

サ

）

平
成

７
年

２
月

1
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
二
の
⑾
中

の
項
を
削
り
、

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
を

の
項
と
し
、
同
表
第
二
の
表
二

19

20

19

21

20

の
第
二
の
⑾
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

2
1
A
loestrela

suzannae

（ア
ロ

エ
ス

ト
ゥ

レ
ラ

・
ス

ザ
ン

ナ
エ

）

平
成

７
年

２
月

1
6
日

2
2
A
loidendron

pillansii
（ア

ロ
イ

デ
ン

ド
ゥ

ロ
ン

・
ピ

ル
ラ

ン
ス

ィ
イ

）

平
成

７
年

２
月

1
6
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
二
の
⒁
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
Jubaea

chilensis

（チ
リ

ヤ
シ

）

令
和

８
年

３
月

５
日

別
表
第
二
の
表
二
の
第
二
の
⒃
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⒃
す

べ
り

ひ
ゆ

科

１
A
vonia

quinaria

（ア
ヴ

ォ
ニ

ア
・

ク
イ

ナ
リ

ア

）

令
和

８
年

３
月

５
日

附

則

（
施
行
期
日
）



１

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
三
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



理

由

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
を
図
る
た
め
、
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
と
し
て
オ
カ
ピ
等
を
追
加
す
る

等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


